
【記入例２】異動事由が退職の場合（２月末退職、普通徴収へ切替え）…一括徴収できない場合
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退職日が１月１日から４月３０日までの場合で、理由２もしくは３に
該当しない場合は、事業所が従業員から未徴収の住民税を一括で徴収
しなければなりません。（地方税法第３２１条の５第２項）


